
秋葉区陸上競技協会補助金交付要綱 
 
（趣旨） 
第 1 条 この要綱は，陸上競技の強化発展と相互融和を図り，技術向上及びスポーツの普
及推進・強化を目的として，秋葉区陸上競技協会補助金（以下「補助金」という。）を交

付することについて，新潟市補助金等交付規則（平成 16年新潟市規則第 19号。以下「規
則」という。）に定めるもののほか，必要な事項を定めるものとする。 
（補助対象者） 
第２条 補助金の対象者は，秋葉区陸上競技協会（以下「陸上競技協会」という。）とする。 
（補助対象経費） 
第３条 補助金の交付の対象となる経費は，陸上競技協会が参加する新潟県縦断駅伝大会

及び新潟県女子駅伝に要する経費であることとする。ただし，飲食費用を除く。 
（補助金の額） 
第４条 補助金の額は，25万円を限度とし，かつ，予算の範囲内とする。 
（交付手続） 
第５条 補助金の交付手続は，規則に基づき行うものとする。 
（補助金の概算払い） 
第６条 市長は，前条の規定により補助金の交付を決定したときは，当該補助金を概算払

いするものとする。 
（実績報告書の提出） 
第７条 補助金の概算払いを受けたものは，年度終了後に，補助事業実績報告書を市長に

提出しなければならない。 
（補助金の返還） 
第８条 市長は，補助金の交付を受けたものが第 3 条以外の経費に補助金を充てたときは
その金額を返還させることができる。 
（その他） 
第９条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。 
 
   附 則 
 この要綱は，平成 19年 4月 1日から施行する。 
 
 


